












Ⅱ 実施協議調査報告書

（2001 年 8 月 12 日～ 8 月 25 日）
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1．実施協議調査団派遣

1 － 1　要請の背景

ボリビア政府は「国家開発計画5 か年行動計画（1997 ～ 2002 年）」で教育、保健を重要分野と位

置づけ、特に保健分野においては第 1 次医療施設へのアクセス改善を重視している。

一方、全国規模（9 県）での地方分権が進められているが、新しい行政形態に併せた保健サービ

ス・システムの構築には至らず、現状の保健サービスは依然地域格差や経済格差を顕著に反映し

たものとなっている。県レベルでは第 1 次医療施設を含む保健医療施設を改善して上記課題に取

り組んでいくことが求められており、特にサンタクルス県においては、近年急激な人口増加・居

住地拡大が進み、増大する住民ニーズに対して早急に対応することが必要とされている。

このような状況下、ボリビア政府はサンタクルス県の地域保健の強化を急務とし、解決の鍵は

医療機関間のネットワーク構築と下位病院の強化であるとの認識から、過去の「サンタクルス総

合病院（日本病院）」「サンタクルス医療供給システム」プロジェクトの実績を踏まえ、同県の地域

保健強化に関して日本政府へ協力を要請してきた。

1 － 2　調査団派遣の経緯と目的

2000 年 12 月に要請書が提出され、2001 年 3 ～ 4 月に短期調査が実施された。

同調査において協力の必要性が確認されたため、プロジェクト実施に向け、後述する詳細事項

についてボリビア側関係機関と協議を行い、そのうち特筆すべき事項を討議議事録（R ／ D）及び

付属文書に取りまとめるべく実施協議調査団を派遣する運びとなった。

（1）PDM 案に基づくプロジェクト基本計画の協議

1）短期調査で策定された PDM0 に即し、実施体制、暫定実施計画、プロジェクト・ドキュメ

ントに関する協議を行う。

2）合意に達した段階で今次はPDM1 として署名し、2002 年 8 月総選挙を受け、先方主要カウ

ンターパートが交替し終える 2002 年 10 ～ 12 月を目処に PDM 見直しのワークショップを行

い、活動の優先順位を明確にした PDM2 に修正する旨をボリビア側に提案する。

（2）プロジェクト実施体制の確認

1）短期調査で策定された PDM0 に即し、実施体制、暫定実施計画（TSI）、プロジェクト・ド

キュメントに関する協議を行う。

2）ボリビアの地方分権化政策（PRSP との関連）のなかで、市に行政権限が委譲されることを

念頭に、本件プロジェクトの実施に関してサンタクルス県庁（SEDES-SC の上位機関）と、関

連 6 自治体の 7 者において合意文書が作成されることを確認する（短期調査での合意事項）。
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3）あわせて、市への権限移譲の程度と時期につき、今後の展望を聴取し、技術協力が市減額

の対象とならない旨を確認する。

4）SEDES-SC 側の準備項目として、県内第 1 次医療施設統廃合計画の進捗、救急システムに

おける SEDES-SC と市保健局の責任分担状況を確認する（短期調査での合意事項）。

5）モデル地域における県／市／ベルギーとの整合性を確認する。

6）サンタクルス市レファラル・システムのトップとしての日本病院との連携の可能性につい

て協議する。

（3）活動内容の協議

1）2001 年度専門家派遣計画について協議する。

2）2001 年度 カウンターパート研修員受入れ計画について協議する。

3）供与機材概要について協議する。

（4）本件プロジェクト実施に際し、ボリビア側に伝えるべき留意事項

1）SEDES-SC 局長以下、該当する関係者が定期的に会議をもち、日本側と共に情報共有と問

題解決に努めることが必須である旨を確認する。

2）ボリビア側のプロジェクト担当者や関係者に日本側から車両や給料の支給はない等、JICA

技術協力のスキームの理解を改めて確認する。

1 － 3　調査員の構成

担　当 氏　名 所　属

団長／総括 建野 正毅 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力 第一課 課長

地域医療 明石 秀親 国立国際医療センター国際医療協力局派遣協力 第一課

厚生労働技官（リーダー予定者）

看護教育 市橋 富子 国立国際医療センター 看護部 副看護部長

協力計画 不破 直子 国際協力事業団 医療協力部 医療協力第二課 職員

援助協調（PRSP） 斎藤　 武 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課 特別嘱託（業務調整員予定者）
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Planificación, Proyectos y Gestión Social）

Lic. Gualberto Roríguez San Martín 外務課長（Jefe de Relaciones Internacionales）

（3）サンタクルス県庁（Prefectura del Departamento Santa Cruz）

Ing. Ramón Prada Vaca Díez 知事（Prefecto y Comandante del Departamento）

（4）サンタクルス県社会開発室（Directorio Departamental Desarrollo Social）

Dr. Mario Adett Zamora Toledo 室長（Director Departamental de Desarrollo Social）

（5）サンタクルス県保健局（Servicio Departamental de Salud Santa Cruz: SEDES-SC）

Dr. Raúl Hevia Correa 局長（Director Departamental de Salud Santa Cruz）

Dr. Cleto Cáceres Arce 前局長（Ex Director Departamental de Salud Santa

Cruz）

Dr. Erick Martines 企画室担当（Jefe de unidad de Planificación）

Dra. Dolly Montaño Cuéllar 病院調整官（Coordinadora de Hospitales）

Dr. Iver Vargas 市内調整官（Coordinador de Servicios Urbanos）

Dr. Edil Pérez 市外調整官（Coordinador de Servicios Provinciales）

Lic. Patricia Padilla S. 通信担当広報課長（Jefe de Unidad Comunicación y

Promoción Social）

Lic. Monica Eyzaguirre 通信担当広報課付ソーシャルワーカー（Trabajo Social

en la Unidad Comunicación y Promoción Social）

Lic. Rómulo Rivero 事務長（Jefe de la Unidad Administrativa）

Dra.  Ruth Aquilera 第 II 保健管区長（Director de Distrito de Salud II）

Dr. Ernesto Salvatierra 第 III 保健管区長（Director de Distrito III）

Dr. Alberto Zambrana ノルテ保健管区長（Director de Distrito Norte）

Dr. Pedro Justiniano ワルネス保健管区長（Director de Distrito Warnes）

Lic. Asunta Morales 看護課長（Jefe de Enfermería）

Dr. Roberto Torrez ベルギー協力プロジェクト担当（Responsable Silos

Coop. Belga）

Dr. Ramón Villegas 検査担当（Responsible de Laboratorío）

Dr. Segundo Guzman 結核担当（Responsible de Tuberculosis）

Dr. José Hinojosa SNIS 担当（Responsible de SNIS）
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（6）サンタクルス市（Gobierno Municipal Santa Cruz de la Sierra）

Dra. Gina Mendéz Hurtado 市長（Honorable Alcaldesa）

（7）サンタクルス市人材開発室（Oficialia Mayor de Desarrollo Humano）

Dr. Marcelo Arrázola Weise 室長（Oficial Mayor de Desarrollo Humano）

（8）サンタクルス市保健局（Dirección Municipal de Salud）

Dr. Aroldo Cuellar R. 保健企画部長（Jefe de Departamento de

Planificación y Salud Publica）

Dra. Carmen Alba サービス供給部長（Jefe de Departamento de

Suministros y Servicios）

Dr. José Roman P. SISME 長（Gerente de SISME）

Dr. Pedro Flores 第 II 保健管区事務員（Administrador del Distrito de

Salud II）

（9）ワルネス市（Gobierno Municipal Warnes）

Sr. Alfredo Vaca-Diez Saucedo 市長（Honorable Alcalde）

Dr. Luis Alvarado 医師（Médico）

（10）オキナワ市（Gobierno Municipal Okinawa）

Sr. Katuyoshi Taira Nagamine 市長（Honorable Alcalde）

Sr. Nicolaz Urqieta 事務員（Administrador）

（11）ミネロ市（Gobierno Municipal Minero）

Ing. Freddy Rivero Villarroel 市長（Honorable Alcalde）

Sr. Felizardo Joaquin Cruz 市次長（Oficial Mayor）

Sr. Tito Villca Soleto 補佐官（Asesor）

Sr. Elar Vaca Arredondo 市議会議長（Presidente de Consejo de Minero）

Dr. Ruben Peña 医師（Médico）

（12）モンテロ市（Gobierno Municipal Montero）

Sr. Edgar Orlando Limpias 市長（Honorable Alcalde）

Dr. Fernando Ortega 医師（Médico）
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（13）サアベドラ市（Gobierno Municipal Saavdra）

Sr. Jorge Suarez Demiguel 市長（Honorable Alcalde）

Dr. Juan Carlos Murillo 保健分野ディレクター（Director de Area de Salud）

（14）日本病院（Hospital Universitario Japones）

Dr. Carlos Dabdoub Arrien 院長（Director Ejectivo）

Lic. Hugo Rivera 事務長（Director Administrativa）

Dr. Victor Hugo Zambrana 医師（Médico）

Dr. Orlando Jordan 医師（Médico）

Lic. Maria Morales 看護婦長（Jefe de Enfermería）

（15）ガン病院（Instituto Oncologico del Oriente Boliviano）

Dra. Martha Alicia Arrien L. 院長（Directora Ejectivo）

Ing. Eduardo Soliz 医療機器メンテナンス調整官（Coordinador de

Mantenimiento de Equipos Médicos）

（16）サン・ファン・デ・ディオス病院（Hospital San Juan de Dios）

Dr. German Toledo 院長（Director Ejectivo）

（17）ベルギー技術協力公社（Belgian Technical Cooperation Incorporated）

Manolo Demeure ボリビア事務所長（Representante  Res idente  para

Bolivia）（在ラパス）

Dr. Michel Bossuyt ローカル保健システム開発プロジェクト責任者

（Responsable  Cont r ibu ic ión  Belga ,  Proyec to  de

Desarrollo de los Sistemas locales de Salud: SILOS）

（在サンタクルス）

Dr. Juan Herteleer ローカル保健システム開発プロジェクト技術補佐

（Asesor  Técnico ,  Proyecto  de  Desar ro l lo  de  los

Sistemas locales de Salud: SILOS）（在サンタクルス）

Dr. Ian Coenen 同　上
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〔日本側関係者〕

（1）在ボリビア日本国大使館

山本　哲史 参事官

小野　孝幸 二等書記官

水口　尚江 二等書記官

（2）JICA ボリビア事務所

永井　和夫 所　長

杉山　光男 次　長

木村　聡 所　員

カルロス　オモヤ 現地職員

吉田　充夫 企画調査員

（3）JICA サンタクルス支所

永野　征一 支所長

中島　敏博 現地職員
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2． 要　約

2 － 1　討議議事録要約

（1）プロジェクト名

英語：Strengthening Regional Health Network of Santa Cruz Prefecture

西語：Fortalecimiento de la Red de Salud Regional para el Departamento de Santa Cruz

日本語：サンタクルス県地域保健ネットワーク強化

（2）マスタープラン

1）上位目標

サンタクルス県における保健状況が改善される。

2）プロジェクト目標

モデル地域における保健医療システムが強化される。

3）成　果

①　保健ネットワークが強化される。

②　第 1 次・2 次医療の各施設の予防・治療・啓発サービスが向上する。

③　各サービスに係るスタッフの技能が向上される。

④　組織の管理技能が十分に開発される。

（3）プロジェクト期間

2001 年 11 月 1 日から 5 年間

2 － 2　協議及び調査結果要約

（1）プロジェクト内容

1）短期調査時のPCM ワークショップで合意された PDM に基づき、サンタクルス県内モデル

地域における保健医療システム強化を目標として活動を開始する。2002 年夏に予定される政

権交替を受け、予想される主要カウンターパート交替後の 10 ～ 12 月に再度 PCM ワーク

ショップを開催し、PDM の活動内容の再検討を行うことで合意に達した。

2）当面の具体的活動としては、PRSP の進展を背景に、後述のサンタクルス東部地域保健医

療システムプロジェクト（SILOS ESTE プロジェクト）支援を通じての県保健行政と市行政

間の調整、モデル地域第 1 次医療施設機能強化に向けた疫学状況把握及び保健施設における

看護指導、着工間近の機材メンテナンス・センターの運営指導等があげられる。

（2）実施体制

1）プロジェクト直接のカウンターパート としての SEDES-SC は、短期調査終了時に日本側
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から依頼した各種調整業務を開始しており、各6 市から本プロジェクト担当コーディネーター

及び 6 名のコーディネーター間を調整する代表コーディネーターを選出し、SEDES-SC ／各

市間の各々の責任分担を明確化した。また、各市責任者から、本プロジェクトへの参画の意

思と負担の用意が確認された。

2）プロジェクト責任体制については、SEDES-SC 及び市代表から、地方分権を受けてプロジェ

クト総責任者をサンタクルス県知事としたいとの希望が、また財務省からは、法的に中央省

庁はプロジェクト総責任者とはなれない旨の連絡があったため、他プロジェクトの例を参考

に、保健年金省次官はプロジェクト・スーパーバイザー、総責任者はサンタクルス県知事、実

施者を SEDES-SC 局長とすることで合意に達した。

3）合同調整委員会は、議長を保健年金省次官、副議長をサンタクルス県知事と日本側専門家

リーダーとした。構成員としては、県社会開発局長、SEDES-SC 局長、各市長、今回当方か

ら特に配置を依頼した選任のプロジェクト・コーディネーター（調査団は本件 SEDES-SC 側

調整を担当したマルチネス企画課長を希望するが、前 SEDES 局長のカセレス氏となる模様）

及び SILOS ESTE プロジェクト委員長である日本病院院長、加えて日本側人員（専門家、

JICA）となった。

4）カウンターパートとして上記責任者、実施者、プロジェクト・コーディネーター、SEDES-

SC 及び市担当者、事務要員として事務担当者、秘書、運転手等が配置される。2002 年夏の

政権交替に備え、プロジェクト・コーディネーター及び事務要員（特に事務担当者）の配置、

異動については、双方の了解を課すことがミニッツで確認された。

5）プロジェクト実施者であるSEDES 局長の交替が 2001 年 8 月 21 日に発表された。ラウル・

エヴィア・コレア新局長は合意文書署名式に参加し、本プロジェクト実施者としての責任と

意思を表明した。

（3）PRSP

2001 年 7 月末に国民対話法が発効し、市への HIPCs 資金及びDUF 資金配分基準、国家補

償政策での減額措置が施行されることとなったが、本プロジェクトは国民対話法発効以前に

要請がなされており、事実上プロジェクト準備が始められていたため、減額措置の適用外と

されることが財務公共投資省との協議時に口頭で確認された。しかし、JICA 全体としては、

開始時期に関係なく日本の技術協力全般を減額措置の適用外とすることを明確に文書で示す

必要性から、あえて今回のM／M に本件は記録せず、別途「本プロジェクトは減額措置の適

用外とされる」旨の文書を、大使館の協力の下に JICA ボリビア事務所が財務・公共投資省と

作成し、JICA サンタクルス支所経由でSEDES-SC へ配布することで合意に達した。本件を明

確に文書で確認することの必要性は各市からも強く指摘されている。
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（4）サンタクルス東部地域保健医療システムプロジェクト（SILOS ESTE プロジェクト）

（SILOS : Sistemas Locales de Salud ／英：Local Health Systems Series）

1）サンタクルス市第 II、III、V 保健管区トップ・レファラルである日本病院の院長を実施委

員会の長とし、同地区の保健状況改善をめざすプロジェクトである。1997 年末ごろから活動

案は練られていたが、これまで実現していなかった。第 1 次医療施設機能強化、住民教育、レ

ファラル／カウンター・レファラル整備を主な活動としており、当方プロジェクトとの共通

点が多いため、今後連携を進める必要性がある。

2）SILOS-ESTE プロジェクトでは当然 SEDES-SC、サンタクルス市当局も主体的参加が規定

されているが、両者ともに慎重な姿勢を示している模様のため、プロジェクト活動として関

係者間の調整と促進を進める必要がある。8 月 21 日に着任した SEDES-SC 新局長（ラウル・

エヴィア・コレア新局長）は SILOS ESTE プロジェクトの推進派であるため、同プロジェク

トは今後活性化していくことが期待される。

3）第 V 保健管区で必須医薬品供給、血液銀行等の支援を行っているベルギーは 2002 年 6 月

まで活動を延長することとなったが、それ以降の活動は未定で、SILOS ESTE プロジェクト

への参画形態もいまだ検討中である。2002 年 7 月以降に活動を継続する場合も、対象は第V

保健管区の予定で当方プロジェクトとの重複はなく、ベルギー・JICA 間の調整（レファラル

先はベルギー・JICA 担当地域ともに日本病院となる）と補完関係の構築が求められている。

（5）救急医療包括システム（SISME）

1）独立採算制度導入を巡る SEDES-SC とサンタクルス市間の調整は据え置かれていた。

2）SISME はサンタクルス県とサンタクルス市の両者により管理され救急に特化したものであ

るのに対し、リネア・ブランカはサンタクルス県のみが管理する保健情報提供サービスであ

る。

（6）医療機器メンテナンスシステム

1）現在メンテナンス人員数は、サンタクルス・市保健局職員としてガン病院に勤務する

Ingeniero（インヘニエロ）1 名であるのに対し、2002 年 1 月より 5 名の Tecnico（テクニコ）

を増員し、計 6 名の体制とするべく 2002 年度申請を行った。

2）医療機器メンテナンスセンターは建築業者の入札手続きが終了し、9 月に建設着工が予定

されている。

（7）プロジェクト事務所

県社会開発局内の 1 階に執務スペースの提供を受ける（SEDES-SC は県社会開発局の 2 階）。
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その他、各市、各保健管区に出張所を設置することとなった。

（8）ボリビア側負担ローカル・コスト

1）2002 年度予算（ボリビアの予算年度は1 ～ 12 月）申請を 2001 年の 10 月に行うため、本プ

ロジェクトについても、経常予算とは別枠のプロジェクト予算として 2003 年度予算の編成作

業に組み込み、承認を得られる見込みである旨の説明があった。

2）2001 年度分については現時点での確保は困難であるが、専門家チームの着任は 11 月のた

め年内は実質的な活動は行われない見込みで、特に問題は生じないと思われる。

3）このプロジェクト予算では、JICA プロジェクト総額予算の 20％をボリビア側負担として

計上するため、調査団から 5 年間の機材供与総額見込みとして 1 億 4,000 万円程度であると

説明した（4 年× 3,000 万円、初年度のみ 2,000 万円）。

（9）ボリビア側負担ローカル・コスト

1）2001 年度カウンターパート研修員受入れにかかわる日本側意向

これまでプロジェクト立ち上げ調整を行ってきたマルチネス氏（SEDES-SC 企画部長）を

「医療行政」の枠において、また現在機材メンテナンスセンター設立に携わっているソリス氏

が「機材維持管理体制」の枠において、それぞれ本邦研修の対象者として推薦されることが

肝要である旨、調査団長よりサンタクルス県知事宛レターが提出された。

2）2001 年度計画

本件プロジェクト活動の予想される 5 年間の大まかな流れは以下のとおりであり、2001 年

度は①が主な活動となる。

①　保健医療分野における各種調査

②　保健医療状況改善に係る方針確定

③　方針に基づく人材育成

④　方針に基づく機材投入、インフラ整備、人員配置

⑤　方針に基づく各種プログラム（レファラル・システム整備、救急システム等整備、機材

メンテナンスシステム整備、住民啓発、人材育成等）の実施

⑥　評　価
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3．総　括（団長所見）

本調査団は、短期調査において合意作成された PDM 案に基づくプロジェクト基本計画を基に、

実施体制、実施計画、活動内容、プロジェクト・ドキュメントに関する協議を行った。

調査・協議内容は以下のとおりである。

（1）JICA ボリビア事務所並びに在ボリビア日本国大使館表敬

大半は、PRSP について説明を受け意見交換を行った。現段階では、技術協力を対象とする

か否かの決定はなされておらず、大使館よりプロジェクト方式技術協力（プロ技）に関する機

材供与を含まないよう文書にて確認することとなった。

（2）財務公共投資省並びに保健年金省表敬

財務公共投資省では、本プロジェクトは PRSP の開始前に実施が決められていたものであ

り、PRSP は適応にはならないとの見解が示された。同省担当者は、我が国のプロ技のスキー

ムを認識しており、プロ技に伴う機材供与も含まれることを確認した。プロジェクト実施に

対して、県とパイロット市の役割分担を明確にし、ミニッツを作成するようにとの要望があっ

た。また、合同調整委員会（JCC）のメンバーとして財務公共投資省が入るのは、組織規定上

困難であるとの説明がなされた。

新しく任命された保健大臣は、パン・アメリカン保健機関（PAHO）等に勤務した経歴をも

つ新進気鋭の公衆衛生博士で、従来の路線を踏襲すること、本プロジェクトに強い期待を寄

せていること等が表明された。

（3）ベルギーとの協議（ラパス、サンタクルス）

新規プロジェクトの説明をして今後の協力をお願いした。現在サンタクルス市で展開中の

プロジェクト（Project SILOS）は、必須医薬品供給、血液銀行、検査体制の整備等をサンタ

クルスの第Ⅴ保健管区を中心に活動を行っているが、2002 年 6 月まで延長することが決まっ

ている。その後の新しいプロジェクトも検討中であり、そのプロジェクトの説明を受けた。サ

ンタクルス市の第Ⅴ保健管区を主なフィールドにする予定で、第 2 次医療施設の新設も計画

されている。後述する SILOS ESTE プロジェクトが始まれば、第Ⅴ保健管区はこの計画に含

まれることになり、双方の協力関係をより強化して実施していくことで合意をみた。

派遣前に課題となっていた地域割りの問題は、我が方の誤解に基づいたものであり、第Ⅱ、

Ⅲ保健管区では日本が、第Ⅴ保健管区はベルギーが協力を実施することを確認した。
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（4）サンタクルス県知事表敬

知事は、新規プロジェクトに、大きな関心を示した。ミッションより、①地方分権化のなか

で県とパイロット市との調整に積極的に取り組むこと、②プロジェクトに専念するCoordina-

tor の任命、③プロジェクト運営に要する予算化、を要請して、前向きの返答を得ることがで

きた。

②に関しては、その必要性を了解し、しかるべき者を早急に任命すると約束し、③につい

ては、2002 年より通常予算とは別のプロジェクト予算として予算化することを約束した。

（5）SEDES-SC における協議（SEDES-SC 代表、パイロット市関係者）

R ／D ミッションを前にSEDES-SC とパイロット市では定期的な調整会議をもち、SEDES-

SC と市の間で既に契約書の叩き台が作成され、SEDES-SC 並びに各市の責任分担を協議し、

明確化されていた。既に各市ともにプロジェクト担当者を決めており、パイロット市の代表

としてサンタクルス市の担当者、アルバ氏が選ばれていた。また、各市ともに、プロジェク

ト実施に必要な場所の設置並びに予算化に取り組んでいることが報告された。各市関係者が

本プロジェクトに対し、大きな期待を寄せていることを知ることができた。

プロジェクト責任者としてボリビア側からはサンタクルス県知事とするよう強い希望が出

された。日本側は、当初二国間の協力であることにより保健年金省次官を提案したが、中央

省庁は法的にプロジェクトの責任者になれないとのことで、サンタクルス県知事をプロジェ

クト責任者とすることで合意した。カウンターパートが政治的動機において安易に交代させ

られないようにするために、プロジェクトコーディネーター及び事務要員の配置、異動につ

いては日本・ボリビア双方の合意が必要であることをミニッツに記載することにした。この

ことは、日本・ボリビア双方から提案されたものである。

プロジェクトコーディネーターの人選について、日本側は短期調査並びに今回の調査団派

遣時にボリビア側を代表して対応してきたSEDES 企画課長（マルチネス氏）を推薦したが、ボ

リビア側は、調査団派遣時に辞任した前 SEDES 局長を指名する意向を示した。前局長のプロ

ジェクトに対する取り組みが少なかったこと、企画課長のプロジェクトへの取り組みを高く

評価していることなどを理由に、知事並びに新 SEDES 局長に申し入れ再考をお願いしたが、

前局長はコーディネーターとしての能力は十分に備えていること、マルチネス氏の現在の職

務を任せられる人材がいないこと、知事が責任をもってプロジェクト活動に従事させること

を理由に前局長を任命したい意向が示された。

PRSP に関して、本プロジェクトは対象外であるとミニッツに記載してほしい旨の申し入れ

がパイロット市より提案された。事務所と協議のうえ、事務所と財務公共投資省との間で別

紙の覚書を交わすことを条件にミニッツに記載しないことで合意した。
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（6）日本病院視察並びに協議

本病院は、プロジェクト終了後もその活動は拡大し、機能的には第 2 次、第 3 次医療施設の

役割をよく果たしている。また、大学の臨床訓練機関として学生の受け入れを可能にし、教

育・再教育機関としての評価も高く、我が国協力の大きな成果として評価したい。ただし、現

状の規模では、サンタクルス市の急激な人口増加に対応できず、トップレファラル病院とし

ての役割を十二分に発揮できない状況にある。サンタクルス県並びにサンタクルス市の地域

保健を考えるとき、二次、三次機能の改善、充実は必須であり、本病院の増築等考慮すべき

である。

病院側の本プロジェクトに対する関心は大きいものがあった。後述する SILOS ESTE プロ

ジェクトでのトップレファラル病院として参加することはもちろんのこと、このプロジェク

トを積極的に動かし、地域保健医療システムの構築に関与する強い意向を感じることができ

た。もともと SILOS ESTE プロジェクトは、1999 年終了したサンタクルス医療供給システム

プロジェクト中の 1997 年に活動計画が作られ、サンタクルス市との間で開始したが、当時の

SEDES-SC の協力を得られず、また政治的な駆け引きのなかで挫折していた。今回のプロジェ

クトを機に、SILOS ESTE プロジェクトが機能するよう、知事をはじめとする県当局へ申し

入れてほしい旨の依頼があった。

（7）医療機材メンテナンスセンター視察

このセンターは、サンタクルス市にあるガン病院に併設した施設を改装し、サンタクルス

市並びに周辺の公的医療施設にある機材類の保守管理を行うために新たに設置されるもので

ある。この部門を地域保健医療システム構築のための一つの要素と位置づけ、本プロジェク

トの活動に組み入れられた。

パイロット地域の医療施設の機器類は、基本的かつ単純なものに限られると考えられてお

り、これらの機器類のメンテナンスをセンター要員によって対応するのか、それとも地域独

自の人材を養成するかは今後の課題である。

（8）パイロット地区診療所視察

日曜日を利用してパイロット地区の第 1 次並びに第 2 次医療施設を駆け足で視察した。い

ずれの施設も、第 2 次と呼ばれるレベルにはなく、第 1 次レベルをやっと保っているかどう

かという状況である。サンタクルス市にある日本病院をトップレファラル病院（2 次、3 次患

者に対応）として、そのサテライト的位置づけにあるパイロット地区の基幹医療施設が果たす

べき役割を構築し、それに必要な人材の養成、基本的医療機器の整備等を考えていくべきで

あろう。
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（9）SILOS ESTE プロジェクト

本プロジェクトは、サンタクルス市の第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ保健管区を対象とした地域保健医療シ

ステムの構築をめざしたものである。先述したように、本計画は 1997 年に計画され、政治的

な駆け引きのなかでその実施が中断されていた。レファラル・システムの第 2 次及び第 3 次

レベルを担当することになる日本病院は、本計画の実践に積極的であり、診療所までの一次

領域まで関与したい意向を示していた。

SILOS とは、スペイン語の Sistema Local de Salud の略語であり、WHO が主唱している

District Health System と同義語である。目標としては、安定した人材の供給、人材、インフ

ラ、マネージメントを含めた第 1 次医療施設の充実、住民の医療費問題の改善、住民教育、予

防・啓発活動などがあげられている。これらは、本プロジェクトが計画している目標、活動

と共通するものであり、SILOS をプロジェクト活動の一つとして取り入れることを考慮すべ

きである。なお、ミッション派遣中に SEDES-SC 局長が交代し、新局長は SILOS Project に

大きな関心を示し、就任の挨拶でも SILOS ESTE プロジェクトの実施を表明していた。

（10）まとめ

本プロジェクトは、短期調査時に PCM ワークショップによって合意、作成された PDM に

基づきサンタクルス県内モデル地域における保健医療システム強化を目標として開始される

ことになった。1 年後に予定されている政権交代を見据え、政権交代後 PCM ワークショップ

を開催し、PDM の見直しを行うことを条件とし、双方合意した。

本調査団は、上記のプロジェクト基本計画を協議し、合意することに加えて、プロジェク

ト実施体制の確認、PRSP の進捗状況並びに本プロジェクトへの適応の有無の確認、ベルギー

との協力関係の確認を主な目的として派遣された。本プロジェクトは、SEDES-SC を主なカ

ウンターパートとしているが、人事は中央省庁の管轄下にあり、頻繁に人事交代が行われ、人

事の継続性をいかに確保するかがプロジェクト実施体制のなかでの大きな課題である。今回

の調査で、プロジェクト予算は SEDES-SC 予算のなかで独立して計上されること、プロジェ

クトコーディネーターを任命し、この者はプロジェクトに専任すること等が明らかになった。

このことは、人事の交替によるプロジェクトへの影響を少しは避けられるのではないかと考

えている。PRSP とベルギーとの協力関係については既に述べたとおりである。

危惧していた SEDES-SC とパイロット市との連携も、我々が考えていたよりもはるかに

進んでおり、前述したように SEDES-SC 並びにパイロット市間の役割や責任分担に関する覚

書が既に準備されており、今回の合意文書に添付することができた。この覚書には、知事は

もちろんのこと各市の市長によるサインがなされた。SEDES-SC 並びにパイロット市の本プ

ロジェクトに対する強い期待を感じるとともに、プロジェクトは既に動き出しているという
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印象をもった。

本プロジェクトは、SEDES-SC をはじめとする行政サイドの「非継続性」という宿命を背

負って実施されることは間違いない。このような避けられない状況のなかで、どのようにプ

ロジェクトを進めていくか、カウンターパートとの関係構築を行っていくか新たな取り組み

を行う必要がある。
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4． 討議議事録の交渉経緯

4 － 1　討議議事録（R ／ D）

（1）R ／ D は、日本・ボリビア技術協力協定にのっとった文案を提案した。

（2）カウンターパートとしては、R ／D のANNEX IV. カウンターパートリストのとおり、プロ

ジェクト責任者（サンタクルス県知事）、実施者（SEDES 局長）、プロジェクト・コーディネー

ター、SEDES 及び 6 市担当者、事務要員として事務担当者、秘書、運転手等が配置される。

2002 年夏の政権交替に備え、プロジェクト・コーディネーター及び事務要員（特にボリビア

負担資金を管理する職員としてボリビア側から配置を提案された Financial Administrator）

の配置、異動については、日本・ボリビア双方の協議を経ることがミニッツ（M ／M）で確認

された。

（3）プロジェクト責任者はサンタクルス県知事、プロジェクト実施者は SEDES 局長、今回特に

設けたプロジェクト・スーパーバイザーがラパスの保健年金省次官となったが、これは PRSP

を受けた地方分権の進行が背景にある。2001 年 7 月末には国民対話法が発効し、市への HIPCs

資金及びDUF 資金配分基準、国家補償政策での減額措置施行等が実施に移されることを受け、

地方で実施されるプロジェクトへの自治体の関与がいっそう高まり、逆に中央省庁の権限が

弱くなっていることを示している。調査団の当初案ではプロジェクト責任者として保健年金

省次官を想定していたが、サンタクルス（SEDES 及び市）、ラパス双方の希望により、実施中

の他プロジェクトの例も参考に、上述のとおり、保健年金省次官はプロジェクト責任者では

なく、プロジェクト・スーパーバイザーとして議事録に残すこととした。

（4）合同調整委員会は、議長がプロジェクト・スーパーバイザーである保健年金省次官、副議長

をサンタクルス県知事と日本側専門家リーダーとし、構成員としては、県社会開発局長、

SEDES 局長、各市長、今回調査団から特に配置を依頼した選任のプロジェクト・コーディネー

ター（当方からの希望条件として、医師である専従職員）及び SILOS ESTE プロジェクト委員

長である日本病院院長、加えて日本側人員（専門家、JICA）となった。

（5）ボリビア側カウンターパートの配置については、R ／ D には記載しなかったものの、以下

のスタッフが紹介された。

1）機材維持管理体制整備専門家：ガン病院医療機器メンテナンス調整官（ソリス氏）

2）看護専門家：SEDES-SC 看護部長
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3）疫学専門家：SEDES-SC 疫学部長（Dr. Ferdinand Gil）

4 － 2　ミニッツ（M ／M）

（1）PRSP における減額措置についての記述に関しては、本プロジェクトは国民対話法発効以前

に要請がなされており、事実上プロジェクト準備が始められていたため、減額措置の適用外と

されることが財務公共投資省との協議時に口頭で確認された。しかし、JICA 全体としては、プ

ロジェクト開始時期に関係なく、日本の技術協力全般を減額措置の適用外とすることを明確に

文書で示す必要性から、あえて今回のM ／M には本件は記録せず、別途「本プロジェクトは

減額措置の適用外とされる」旨の文書を、JICA ボリビア事務所が財務公共投資省と作成し、

JICA サンタクルス支所経由で SEDES-SC へ配布することで合意に達した。本件を明確に文書

で確認することの必要性は各市からも強く指摘されている。

（2）その他、PDM、TSI、プロジェクト・ドキュメント、ボリビア側が用意するプロジェクト事

務所設備についての相互理解を確認し、さらに、プロジェクト開始に先立ちSEDES-SC が 6 市

間で行った各種調整の結果を確認した。加えて、上述のとおり、本プロジェクト機材供与が

PRSP 削減対象とならない旨はあえて記載しなかったが、同様に上述のとおり、カウンターパー

ト（プロジェクト・コーディネーター及び Financial Adminitrator）異動に先立つ双方協議の

必要性等について明記した。

（3）更に、M ／M 付属文書の一つとしてSEDES-SC と 6 市の協力協定文書を添付し、M ／M 全

体の確認者として、R ／D 同様の 4 者（保健年金省大臣、財務公共投資省次官、サンタクルス

県知事、調査団長）に加えて 6 市長も署名した。

4 － 3　 その他

ボリビア側負担ローカル・コストについては、2002 年度予算（ボリビアの予算年度は1 ～ 12 月）

申請を 2001 年の 10 月に行うため、本プロジェクトについても、経常予算とは別枠のプロジェクト

予算として次年度予算の編成作業に組み込み、承認を得られる見込みである旨の説明があった。

2001 年度分については現時点での確保は困難であるが、専門家チームの着任は 11 月のため年内

は実質的な活動は行われない見込みで、特に問題は生じないと思われる。このプロジェクト予算で

は、JICA プロジェクト総額予算の20％をボリビア側負担として計上するため、調査団から、5 年間

の機材供与総額見込みとして1 億4,000 万円程度と説明した（4 年×3,000 万円、初年度のみ2,000 万

円）。
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5 ．プロジェクト実施上の留意事項

本プロジェクトは、ボリビア政府をはじめとする多くの関連機関と、それらの機関により実施

中の活動及び現在実施が予定されている活動が雑多に存在するなか、新たに開始していくことに

なる。ついては、関連諸機関の同行を踏まえたうえ、プロジェクトの実施に関して特に留意すべ

き点を以下にあげる。

5 － 1　関係機関からのコメント、及び動向

5 － 1 － 1　日本側関係機関

（1）在ボリビア日本国大使館

PRSP がらみで、本プロジェクトが減額の対象とならないと口頭では聞いており、特に日

本のプロジェクト方式技術協力の機材供与が減額の対象にならないよう、要請しておく。

（2）JICA ボリビア事務所

1）PRSP に関連して行う初めてのプロジェクトであり、パイロット的立場である。このた

め、ノウハウなどの蓄積を求める。

2）コチャバンバの母子保健無償、ベニの開発調査とどう関連できるか、可能性を探ってほ

しい。

3）地方分権化法に伴って県の役割が減少するなか、県への援助がどれほど有効か不明であ

り、今後の状況をみて取り組みを考える必要がある（JICA サンタクルス支所）。

5 － 1 － 2　ボリビア政府機関

（1）保健年金省

1）保健大臣は新しく任命されたCDC などを経た若手医師で、公衆衛生・疫学を修めている。

2）プロジェクトは歓迎する。

3）SEDES-SC、ベルギー、JICA プロジェクトの三者による有効な調整が図られることを望む。

4）次官などの体制は維持される模様。

（2）SEDES-SC

1）国の大統領や保健大臣の交代には絡まず、県知事は留任する模様。

2）SEDES-SC 局長、クレト・カセレス氏は忙しいのか、実質協議（短期調査時も）には下の

企画部長のマルチネス氏が主体となっている。

3）協議の 3 日目に SEDES-SC 局長、クレト・カセレス氏の辞任が伝えられた。新任は

ラウル・エビア・コレア氏で、これまで知事補佐を務めた。彼は当初から SILOS ESTE プ

ロジェクトの推進を訴えていた。
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4）サンタクルス市とは 2 か月前から、ワルネス市を除いた 5 市とは今週から 2 か月に 1 回

の調整会議を始めている。各市はそれぞれコーディネーターを指名する予定で、コーディ

ネーターの代表にサンタクルス市のDr. アルバが選ばれた。（ただし、ワルネス市は知らな

かった）。

5）日本側との協議に集まったのは、企画部長、看護部長、都市サービス部長、母子保健部

長、病院部長、コミュニケーション部、ソーシャルワーカー、であり、彼らをカウンター

パートとしてプロジェクトの運営委員会と位置づけても良さそうである。

6）人員としての Item を確保のため人員募集を始め、人の流動性を減らし、しかも不足の解

消をめざしている（人数は市に 550 名、市外に 250 名予定）。

7）カウンターパートとなる人間を、不適当と思われる人間は評価で落としても良いから、

2002 年の選挙で変更しないよう R ／ D に記載するよう要求があった。

（3）サンタクルス市保健局

1）1 か月ほど前、市長が替わったが、人材開発局長などは不変の模様である。

2）市としては、ガン病院内の医療機材メンテナンスセンターの人の手当を開始した。

3）SEDES-SC に対する要望としては、「まず自分たちがよく働き、ちゃんと調整機能を果た

すように」とのことであった。

4）第 1 次医療施設のうち、格上げを希望する施設は第Ⅱ、Ⅲ保健管区のLa Foralesa、11 de

Octubre の 2 つの保健センターを考えている。

（4）ワルネス市

1）ワルネス市では、プロジェクトが行われるというこの協議が行われているのを知ったの

は 2001 年 8 月 16 日で、市のコーディネーターを選ぶことも知らなかった。

2）SEDES-SC に対する要望は、「もっと連絡を密にしてもらいたい」とのことであった。

（5）他の市

1）地方市がプロジェクトに寄せている期待は大きいといった印象である。特に、SEDES-SC

があまり地方に来ることがなく、その調整能力の改善を求めている。

2）人口流入による財政の逼迫についての訴えが多く、2001 年 9 月に予定されているセンサ

スの結果が予算配分に反映されることを期待する声が高い。

（6）県と市の連携

1）これまで、県と市の連携は弱体であり、実際今回のワルネス市やサンタクルス市への訪
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問でも、連携の弱さは指摘されていた。しかしながら、本プロジェクトの形成に向けて、県

が市との連携や調整を始めている形跡がみられ、これは良い兆候と考えられる。

2）一応、市はプロジェクトのためのコーディネーターを指名する予定であり、各市もそれ

ぞれのコーディネーターを指名する予定である。

5 － 1 － 3　医療施設

（1）日本病院

1）日本病院は非常にうまく機能しており、各種研修なども精力的にこなしている様子であ

る。外来数は年間約3 万 1,000 名で、第Ⅱ、Ⅲ保健管区以外からも1999 年（40％）、2000 年

（55％）と増加しており、特定地域（第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ保健管区）の第 3 次医療施設というより、

サンタクルス県の第 3 次医療施設という位置づけに変化してきている。医学生の研修は約

400 名で、予定表もほとんど埋まっている。

2）院長以下の構想では、小さなものでは3 階に研修棟の増築なども考えている。その他、大

きな構想としては、外傷・熱傷センターとして新棟建設を考えており、現在、石油会社な

どにプロポーザルを申請中である。

3）病院の 3 つの柱の 1 つとして SILOS ESTE プロジェクトを考えている。（院長は「既に理

事会などはできているが、SEDES-SC が協力してくれない」と言っているが、実際にはこ

れからの様子である）。

（2）ガン病院

1）メンテナンスセンターの設置場所は当初の説明のあったとおりで、建物は改装を行う。

2）現在、市内すべての医療施設の医療機材のインベントリー・リストをプライベート企業

に発注しており、9 月にはできあがる予定である。

5 － 1 － 4　国際協力機関

（1）ベルギー

1）現在のSILOS プロジェクトは2001 年 9 月で終了であったが、9 か月間延長して、2002 年

6 月まで延長することが決まった（サンタクルス市内第V 保健管区のSILOS、CENETROP、

ICHIRO&SARA の地方援助）。そして、その後新しいプロジェクトが承認されれば開始さ

れる。このプロジェクトの内容は、まだ不明ということであるが、2002 年半ばには判明す

るということである。

2）サンタクルス市の第Ⅱ、Ⅲ保健管区を日本が、第Ⅳ、Ⅴ保健管区をベルギーが援助する

ことを確認した。
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3）保健省と JICA、ベルギーが協力して援助することが確認された。

4）ただし、後に保健省から得たベルギーに対するプロジェクト・プロポーザルでは、サン

タクルス市の第Ⅳ、Ⅴ保健管区に 120 床の第 2 次医療施設と複数の保健センターを作る

5 年間のプロジェクト計画があることが判明した（後にサンタクルスのベルギー・プロジェ

クト事務所では、第 2 次医療施設の説明があり、ラパスのベルギー事務所とサンタクルス

のプロジェクト事務所とは、日本との協力に関して温度差があるかもしれない）。

5）CENETROP ラボラトリー、血液銀行、薬剤のレファラル体制の確立をめざしている。

6）住民参加の地域保健の活動も始めている。

7）ベルギーの Project-SILOS と SILOS ESTE プロジェクトとは別のものである。

5 － 2　関連するプログラムの状況

（1）PRSP

1）財務公共投資省との打合せでは、本プロジェクトは PRSP の減額対象にならないことを確

認した。財務公共投資省は、日本のプロジェクトの 3 要素（専門家派遣、日本での研修、機

材供与）を理解したうえで、減額対象とならないといっていたが、文書として残すものには

「本プロジェクトの要請が 2000 年に行われたため」という表現を使った。

2）PRSP は 2002 年から実質的に発効する予定。

3）SEDES-SC 職員は、PRSP を知らない者もおり、また県庁からの説明では、予算上もあま

り影響がないと聞かされている。

（2）SILOS

1）SILOS は英語でいうDistrict Health System と同義語といえるもので、PAHO が推進して

いる医療政策である。一方、ベルギーの推進しているプロジェクト名は Project-SILOS であ

るが、これは本来の名前が長いため略称として使っているもので、SILOS はベルギーのプロ

ジェクトの固有名詞ではないことが確認された。

2）その組織は、以下のとおりである。

“DIRECTORIO”（理事会：SEDES-SC、市保健局、大学、地域住民、医師会）

　　↓

“GENERAL”（日本病院院長：別の人間に代わっても良い、とのこと）

　　↓

第Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ保健管区と日本病院と外国援助団体（ベルギー、JICA）が含まれる。

3）SILOS ESTE プロジェクトという計画を日本病院院長や新SEDES-SC 局長が提唱している

が、もともと 1997 年頃から SILOS ESTE プロジェクトという地域医療をサンタクルス市東
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半分で考えているものの、ほとんど進捗していない様子で、その理由として SEDES-SC の非

協力によるものといわれているが、実際のところ不明である。

4）活動として日本病院長が考えているのは、人材の安定、第 1 次医療施設の強化、医療経済

からみた住民サービス（レファレンス用紙持参者の 30％免除、住民保険）、予防活動への学生

の動員（予防接種、啓発教育）である。

5）いずれにしろプロジェクトとして県と市の調整会議を毎月開催することで合意しており、

その会議に SILOS ESTE プロジェクトの調整会議はなり得るが、実際に SILOS ESTE プロ

ジェクトが機能するかどうかは不明であり、実質的な会議を立ち上げることも考慮すべきで

ある。

（3）救急医療

救急医療における SISME とリネア・ブランカの役割の違いは明確ではない。概略では、

SISME が救急患者の搬送に関する連絡、搬送を担当し、リネア・ブランカは医療相談、医療

情報サービスと考えられる。SISME の活動も、リネア・ブランカの活動も増加傾向にある

ということだが、どの程度かは確認が必要である。

（4）第 1 次医療施設の整備計画

現在、第 1 次医療施設の再配置の検討を始めており、それに伴って固定した人員を確保す

るため、採用試験を行う予定である。前回調査時、FIS での改築が 7 月いっぱいで行われる予

定と聞いていたが、FIS が改組となった関係で 9 月にずれ込んでいる。

（5）医療機材管理

1）ガン病院におけるメンテナンス・センターの職員の5 名の Item を要請しているとのことで、

彼らの研修は重要である。一方、市外のメンテナンス人員はいないことが現実で、市外に機

材管理の人員のレベルや人数についての検討が必要である。

2）メンテナンス・センターによる医療機材登録や修理サービスが必要である。

5 － 3　プロジェクトの実施体制

〔プロジェクト・コーディネーター〕

プロジェクト・コーディネーターについて日本側は、当初からプロジェクト形成にかかわり、今

回のR ／ D 協議でも積極的に調整を行ったマルチネス氏の就任を希望して県知事に要請した。し

かしながら県知事や社会開発局長は、前 SEDES-SC 局長のクレト・カセレス氏の就任を主張した。

日本側としては協議にほとんど出席しなかったクレト氏の就任は希望しない旨を伝えたが、知事
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側はマルチネス氏が企画部長として余人に替えがたい旨を主張し、なおかつクレト氏が保健局長

を降りて、時間ができたので活動させるようにするとの意向を日本側に主張した。日本側はマル

チネス氏をそれでもプロジェクトにかかわらせるよう要請した。

5 － 4　想定される各プロジェクト活動に関する留意点

（1）SILOS ESTE プロジェクトに関連する活動

県とサンタクルス市の調整機能を確立することは必須条件であり、SILOS ESTE プロジェ

クトはそれにあたると思われる。また、これに日本病院が参画することを同病院から主張し

てきたことから、日本病院を地域に引っ張り出すチャンスとも考えられる。このことから、日

本側としても SILOS ESTE プロジェクトのポリシーを積極的に活用して、サンタクルス市の

活動に役立てることが必要と考えられる。更にこれが動くならば、ベルギーも加わることを

標榜しており、ベルギーとも十分協力して行うことが必要と考えられる。これはサンタクル

ス市内での援助調整会議的な役割を担うことになり得るし、またこれにより、ベルギーが既

に確立している薬剤、検査、血液銀行のシステムを第Ⅱ、Ⅲ保健管区に導入する手助けにも

なると思われる。

（2）SILOS-DISTRITO に関連する活動

サンタクルス市で確立しようとしている県と市の調整・連携は地方都市でも重要であり、サ

ンタクルス市で導入しようとしている SILOS ESTE プロジェクトと同様のスキームを地方都

市にも導入してもよいだろうと考えられる。

（3）医療機材管理システムに関連する活動

医療機材管理の問題は県と市の調整会議の議題の一つとして重要である。これはサンタク

ルス市内のみならず、地方市のバックアップ体制を構築するうえにおいても必要である。

（4）SISME とリネア・ブランカに関連する活動

プロジェクトではそれぞれの役割を明確化し、県と市の調整会議の議題の一つとして、救

急に関する制度整備に取りかかっても良い。これは救急と医療相談業務の役割分担を明確化

し、そのうえでそれぞれのシステム構築を行うことが必要と考えられる。

（5）第 1 次医療施設の Accreditation に関連する活動

1）第 1 次医療施設の機能の標準化は、施設の改善に役立つものと思われる。すなわち県と市

の調整会議の議題の一つとして、第 1 次医療施設のAccreditation やそのための施設整備、格
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上げの施設の選択と機材選定などがあり得る。

2）またそれに関してAccreditation の制度を導入するにあたって、県・市・大学病院・医師

会などの参画する SILOS ESTE プロジェクトの理事会は、適当な権威組織となり得る。

5 － 5　全体の方向性

地方保健行政のやり方や方向性について、ワークショップや実践を通して推し進め、同時に

PRSP を避けることはできないボリビアにおいて、PRSP のモデルとなるべく、SEDES-SC の役割

を市の調整と県全域の計画立案に明確に規定し、それを実践してみせる。

5 － 6　懸案事項

（1）本プロジェクトが PRSP の減額の対象とならないように、JICA と大蔵省の協議の推移を見

守り、その確認書を各市に配布する。

（2）プロジェクト・コーディネーターのクレト氏の活動状況を確認し、必要なら知事に変更を要

請する。





付　属　資　料

1．討議議事録（英語）

2．討議議事録（西語）

3．ミニッツ（英語）

4．ミニッツ（西語）
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